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【手続補正書】
【提出日】令和3年9月3日(2021.9.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒト体内での代謝によりヒドロキシブチラートを提供するためのケトン体又はケトン体
前駆物質及び香味料を含む、官能的に許容される組成物であって、使用者が1用量に体重1
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キログラムあたり少なくとも100mgのケトン又はケトン体前駆物質を摂取する量で投与さ
れる、組成物。
【請求項２】
　使用者が1用量に体重1kgあたり300～750mgの量でケトン体又はケトン体前駆物質を摂取
する量で投与される、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　少なくとも5gのケトン体又はケトン体前駆物質の1日摂取量を提供する量で投与される
、請求項１又は２に記載の組成物。
【請求項４】
　20～200gのケトン体又はケトン体前駆物質の1日摂取量を提供する量で投与される、請
求項１～３のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項５】
　体内でケトンに代謝可能なケトン体前駆物質を含む、請求項１～４のいずれか1項に記
載の組成物。
【請求項６】
　組成物が固体形態である、カプセル封入されている又はゲルである、請求項１～５のい
ずれか1項に記載の組成物。
【請求項７】
　組成物の30～95質量%の濃度のケトン又はケトン体前駆物質を含む、請求項１～６のい
ずれか1項に記載の組成物。
【請求項８】
　ケトン体又はケトン体前駆物質がケトンエステル、中鎖トリグリセリド又は対応する脂
肪酸を含む、請求項１～７のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項９】
　C6脂肪酸を含む、請求項８に記載の組成物。
【請求項１０】
　ケトン体又はケトン体前駆物質がブタン-1,3-ジオールのエステルを含む、請求項１～
９のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項１１】
　ケトン体又はケトン体前駆物質が、(R)-3-ヒドロキシブチラート及びその誘導体、(R)-
3-ヒドロキシブチラートのエステル、及び(R)-3-ヒドロキシブチラートのオリゴマーから
選択される、請求項１～１０のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項１２】
　ケトン体又はケトン体前駆物質が3-ヒドロキシブチル-(R)-3-ヒドロキシブチラートを
含む、請求項１～１１のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか1項に記載の組成物及びハイドロゲルを含む、食品、補助食
品、健康補助食品、機能食品、栄養補助食品又は飲料。
【請求項１４】
　ハイドロゲルが、架橋ポリカルボキシレートホモポリマー又はコポリマーのポリマーを
含む、請求項１３に記載の食品、補助食品、健康補助食品、機能食品、栄養補助食品又は
飲料。
【請求項１５】
　治療によりヒト又は動物の体を処置する方法において使用される、請求項１～１２のい
ずれか1項に記載の組成物。
【請求項１６】
　認知機能障害の治療、心臓効率、脳代謝効率の改善又は神経変性疾患の効果の減少にお
いて使用するための、請求項１５に記載の組成物。
【請求項１７】
　アルツハイマー病又はパーキンソン病の治療において使用するための、請求項１５に記
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載の組成物。
【請求項１８】
　筋障害又は疲労の治療において使用するための、請求項１５に記載の組成物。
【請求項１９】
　疲労下の認知機能を維持若しくは改善し、又は疲労下での認知機能への悪影響を減少さ
せるための、請求項１～１２、１５～１８のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項２０】
　中鎖トリグリセリド(MCT)をさらに含む、請求項１～１２、１５～１９のいずれか1項に
記載の組成物。
【請求項２１】
　MCTが式CH2R1-CH2R2-CH2R3を有し、式中R1、R2及びR3が、5～12の炭素原子を有する脂
肪酸である、請求項２０に記載の組成物。
【請求項２２】
　請求項１～１２、１５～２１のいずれか1項に記載の組成物、並びにタンパク質、炭水
化物、糖、脂質、繊維質、ビタミン及びミネラルから選択される1つ以上の栄養成分を含
む、栄養組成物。
【請求項２３】
　認知機能障害、心臓疾患の治療、脳代謝効率の改善若しくは神経変性疾患の治療又は筋
障害若しくは疲労の治療における使用のための薬剤の製造における、請求項１～１２、１
５～２２のいずれか1項に記載の組成物の使用。
【請求項２４】
　ケトン体又はケトン体前駆物質、香味料及びハイドロゲルを含む、官能的に許容される
組成物を製造する方法であって、請求項１～１２、１５～２２のいずれか1項に記載の組
成物にハイドロドロゲルを含ませ、ハイドロゲルを含む組成物を少なくとも1週間保存す
ることを含む方法。
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